
質疑事項

質疑・回答書

告示番号 第197号 件　　　　名 豊中市立第十六中学校渡り廊下耐震補強工事

残土処分の指定場所は、別紙１に記載のとおりです。

回　　　　答No

図面番号A07の対象範囲は、図面番号A11の1～4階天井伏図に記載の
㋐天井ケイカル板とします。図面番号A08の対象範囲は石綿含有調査の
結果、モルタル又はその他の層にアスベストが含有している場合に適用
し、金額及び工期については別途協議の上、決定することとします。

石綿含有調査は層別分析を行うこととし、モルタル又はその他の層にアス
ベストが含有している場合、金額及び工期については別途協議の上決定
することとします。

豊中市総務部契約検査課　TEL　06-6858-2075・2076
　　　　　　　　　　　　　　　 　　FAX　06-6858-7225
　　　　　　　　　　　　　　　　　 E-mail　keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp
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図面番号A14及びA16のD5スロープ立上り部及びD7スロープ擁壁におけ
る外装薄塗材E及び複層塗材Eの下地調整材を対象範囲とします。なお、
石綿含有調査の結果、モルタル又はその他の層にアスベストが含有して
いる場合、金額及び工期については別途協議の上、決定することとしま
す。

A04　工事着工前にモルタルの石綿含有調査を行う事と記載さ
れていますが、含有されていた場合は工期・金額とも追加工事
と考えてよろしいでしょうか。

A16現況撤去図の外装仕上げ塗材及び下地材に石綿含有の
記載がありませんが、石綿含有塗材撤去範囲はどこでしょう
か。

A05　残土処分は市が指定する場所と記載されていますが指定
場所をご指示願います。

A07石綿含有成形板等撤去工事（レベル3）の1.校舎外壁及び
渡り廊下の外装の範囲とA08デスクグラインダー工法の外壁の
範囲の違いについてご指示願います。


